
第1条 （委託料金）
甲が乙に依頼する本業務の分析項目及び委託料金は別紙（料金表）で定める。
新たな試験は、その都度決定したうえ実施する。

第9条 (守秘義務)
甲及び乙は、本条項に基づいて相手方から開示を受けた相手方の技術上の情報、顧
客情報、資料、知識及び試験結果（以下「秘密情報」という）については、第三者
（甲のグループ会社を除く。）に漏洩しないものとする。ただし、次の秘密情報に
ついては、この限りではない。第2条 （個別取引）

本条項に規定する内容は、甲乙間で締結される個別の試験業務の委託（以下「個別
取引」という）一切に適用される。ただし、個別取引において、本条項と異なる事
項を定めたとき は、当該個別取引の定めが優先して適用される。甲及び乙は、本
条項及び個別取引（以下、併せて「本条項等」という）を遵守するものとする。

(1)相手方から開示された時点ですでに公知であったもの。
(2)相手方から開示された後に公知となったもの（ただし、開示を受けた者の故意、
過失により漏洩されたものを除く。）

(3) 相手方から開示された時点で既に保有していたもので、文書の証拠のあるもの。
(4)第三者から秘密保持義務を負うことなしに合法的に取得したもの。
(5)法令に基づき官公庁から開示を強制されたもの。個別取引は、甲が発行する第2項に定める内容を記載した試験依頼書（以下「依頼書」と

いう。）を乙が受領した時に成立する。なお、依頼書は、甲が乙に電子メールにて送付
するものとする。 第10条 （解約）

甲及び乙は、1ヶ月前までに相手方に対して書面により解約の申入れをしたときは
本取引を解約できるものとする。

2. 依頼書には、入力日、会社情報、担当者情報、分析結果報告書情報、分析方法、納期プ
ラン、納入場所、委託料金総額及びその他試験業務の依頼につき必要な条件を記載する。

第4条 （再委託）
乙は、甲の書面による事前の承諾を得た場合には、本取引の一部または全部を第三者に再
委託することができる。ただし、乙は再委託先に本条項の本旨、業務内容および当該取引
に付帯する取引内容を遵守させる義務を負う。

第11条 （有効期間）
本条項は、同意の日から1年間有効とする。

2.前項の期間満了の1ヶ月前までに当事者の一方から相手方に対する書面による意思
表示がない限り、本条項は更に1年自動的に延長されるものとし、以降も同様とす
る。ただし、有効期間中に成立した個別取引については、取引終了後もなおその
効力を有するものとする。
3.取引の終了後にかかわらず、本条、第8条（期限の利益の損失）、第9条（守秘義
務）及び第13条（紛争解決）の規定は、引き続きその効力を有する。

第5条 （報告書等の提出）
乙は、別紙（料金表）により定められた納期以内に、試験結果に基づく報告書又は試験
方法や試験結果に付随する詳細な情報調査の報告等（以下「報告書等」という）を提出
するものとする｡ 第12条 （反社会的勢力の排除）

1.本条項上の他の規定に関わらず、甲及び乙は、相手方当事者又はその代表者、責
任者または実質的に経営権を有する者が次の各号のいずれかに該当する場合、何
らの催告を要せずに、本条項及び個別取引を解除することができる。

(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋又はその他反社会
的勢力（以下併せて単に「反社会的勢力」という。）に属すると認められるとき

(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき

2.乙は、前項の報告書等を提出することができない事由が生じたときは、直ちにその事由
、納入予定日及び対策等を甲に申し出ることとする｡

甲は、乙が作成し提出する報告書等を提出後速やかに確認するものとする。確認の結果
、報告書等に試験項目の漏れ等、種類、品質又は数量に関して取引の内容に適合しない
状態（以下「不適合」という）があった場合、甲は、直ちに乙に通知するものとし、乙
は、通知受領後直ちに内容確認し、不足の試験を行い、試験結果により修正又は追加し
た報告書等を作成し提出するものとする。 (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をして

いると認められるとき
(5)自ら又は第三者を利用して、他方当事者又はその関係者に対し、詐術、暴力的
行為又は脅迫的言辞を用いたとき

2. 甲が不適合を知ったときから1ヶ月以内にその不適合を乙に通知しないときは、甲は
その不具合に基づく追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権及び解除権を行使
することができない。

2.甲又は乙は、前項の規定により本条項及び個別取引の解除をなした場合、相手
方当事者に損害が生じたとしても何らこれを賠償又は補償することを要しない
が、自らに損害が生じたときは、相手方当事者に対して当該損害の賠償を請求
することができる。

第7条 （支払い）
本業務の完了後、乙は速やかに乙の支払先を明記した請求書を甲宛に発送する。甲
は請求書受領日から乙の指定した支払期限までに乙の指定する口座に振り込む。な
お、振込手数料は甲の負担とする。 第13条 （紛争解決）

取引において発生する甲、乙間の紛争は、甲、乙双方の誠意に基づく協議によ
って解決するものとする。ただし、協議によって解決できない場合、東京地方
裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第8条 （期限の利益の喪失）
甲に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、甲は取引により生じた乙に対する
一切の債務について、当然に期限の利益を喪失するものとする。

(1)本条項の一部に違反したとき。

第15条 （疑義の解釈）
本条項に定めのない事項、その他取引に関し生じた疑義については、甲、乙双
方誠意をもって協議の上、解決するものとする。

(2)差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、又は
民事 再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停、若しくは破産その他倒産手続の
開始の申立がなされたとき。

(3)事業の全部若しくは重要な一部を譲渡し、又はその決議をしたとき。
(4)支払不能の状態、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとな
る等支払停止状態に至ったとき。

(5)競売を申し立てられ、又は仮登記担保契約に関する法律第2条に基づく通知を受けた
とき。

(6)監督官庁から営業若しくは業務停止又は営業登録の取消しの処分を受けたとき。
(7)資本の減少、事業の廃止若しくは変更又は合併によらない解散の決議をしたとき。
(8)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9)その他本取引等を継続しがたい重大な事由が発生したとき。

取引申込に関する同意条項

本同意条項（以下、本条項）は、買主（以下「甲」という）と株式会社ケーオーエンジニアリング（売主、以下「乙」という）の
売買取引（以下、取引）に適用される。

株式会社ケーオーエンジニアリング

千葉県柏市若柴85 柏市場ビル
☎ 04-7133-0142
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第3条 （個別取引の成立）
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第6条 （報告書等の確認）

第14条 （契約特記事項）
本契約に付随する別紙契約特記事項についても、本契約と同様に遵守するものと
する。



契約特記事項

取引開始時
・ご依頼に先立ち取引申込書 ( 別添 ) に必要情報をご記入の上FAXにてご返送ください。
※ ご依頼いただく支店ごとの提出が必要となります。

試料の準備
・分析に必要な試料量の目安は、「 分析試料について 」のシートを参照ください。
・試料が少量過ぎて分析精度が担保できないと判断される場合、分析をお断りする場合がございます。
・試料の表裏を確認するため、蛍光塗料などで試料の表面にマーキングを行ってください。その際表裏の誤記にご注意ください。
表裏の確認ができない試料につきましては、層別の分析結果において、層構造を正確にお伝えできなくなる可能性がございます。

層別分析について
・層構造の判別が困難な試料は、層別分析を実施せずに報告書を提出させていただく場合がございます。
層別の分析結果が必須な場合においては、層構造を維持できるような形での採取をお願いいたします。

試料の梱包方法
・採取した試料は１試料ごとにチャック付ポリ袋二重で梱包し、中身が漏れ出さないように密閉してご送付ください。
依頼書の内容と対応するよう、袋の表面に試料No.、試料名称を記載してください。

・分析依頼書と試料袋記載の内容が異なった場合、分析に問題のある場合を除き、本依頼書を正として受付いたします。
必ず分析依頼書と試料袋記載の内容が一致しているかご確認の上お送りください。

・正しく梱包されていない場合は、受付時の試料漏れなどによる事象からスタッフ・分析者の安全を確保するため、
分析結果および納期をお約束できない場合がございます。

・輸送中のトラブル等による試料性状の変化、分析結果への影響について、当社では責任を負いかねますので予めご了承ください。

試料の発送
・入力された「 分析依頼書 」のシートを印刷して、送付する試料と一緒にお送りください。
※ 試料が入っている袋に分析依頼書を直接入れないよう、お願いいたします。
・分析依頼書はExcelデータのまま、メールにてご送信ください。

■送信先メールアドレス 
bunseki@ko-e.co.jp
■試料送付先住所
株式会社ケーオーエンジニアリング 宛 〒277-0871千葉県柏市若柴85 柏市場ビル  TEL：04-7133-0142

※ 品名には「分析試料在中」とご記載ください。

依頼書情報の変更について
・ご送付いただいた分析依頼書の情報を変更する場合、受付時に配信される「 依頼分析受付のご案内 」のメールに添付されている
「 変更依頼書 」にてご依頼ください。
・納品後の依頼情報変更については別途追加料金が発生する場合がございますので、依頼時には十分ご注意ください。
※分析結果報告書の納品後 ( 納品メール送信後 ) の変更の際には、分析結果の虚偽・改ざんとならない範囲の変更に限ります。
弊社判断により変更をお断りさせていただく場合がございます。

報告書 ( 納品物 )
・分析報告書は、PDFファイルとなります。分析が完了し次第、「 分析依頼書 」指定のメールアドレスに送付いたします。
報告書の書式例については、弊社HPをご参照ください。
弊社HP ＞ ご依頼の流れ ＞ 報告書サンプル
・分析結果報告書は、原則、弊社書式のものになります。
その他書式を希望される際は、別途費用をいただく場合がありますので、事前に営業担当へご相談ください。

納期プランについて
・エクスプレス24プランにて15検体以上ご依頼いただく際は事前に弊社へお問合せください。
※プランによって、納期・価格が異なります。
※メール受付後に納期を変更させて頂く場合がございます。
※配送業者側のトラブルによる遅延の場合、弊社側で納期を保証するものではありません。

分析試料について
・試料返却をご希望の場合は、「 分析依頼書 」のその他連絡事項にご記載ください。返却は、着払いにて送付させていただきます。

・分析試料は返却のお申し出がない限り、１ケ月間当社で保管した後、廃棄処分させていただきます。
但し、分析の過程で試料を消耗するため、ご返却できかねる場合もあります。
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